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ヴ
ェ
ト
ナ
ム
黎
朝
期
貶
資
制
度
の
変
遷

�

八
　
尾
　
隆
　
生

は
じ
め
に

筆
者
は
最
近
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
黎
朝
の
根
本
刑
典
で
あ
る
『
國
朝
刑
律
』（
以
下
、『
刑
律
』）
の
校
合
本
を
公
刊
し
た
。
同
書
に
は
冒
頭
に
解

題
が
あ
り
、
同
書
の
特
徴
を
解
説
し
て
い
る
が
、
早
く
も
書
き
直
し
が
必
要
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
え
る
ほ
ど
、
読
め
ば
読
む
ほ
ど
未
解
決
の

問
題
が
多
い
。
量
刑
の
一
つ
で
あ
る
「
貶
資
」
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

『
刑
律
』
の
刑
罰
体
系
と
し
て
は
、
唐
・
明
律
同
様
の
五
刑
の
他
に
「
貶
資
」「
罷
職
」「
罰
銭
」
な
ど
が
存
在
す
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
は
『
刑

律
』
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
片
倉
穰
の
著
作
﹇
片
倉　

一
九
八
七
：
第
二
篇
第
一
章
﹈
に
も
あ
る
よ
う
に
、
五
刑
に
対
す
る
補
助
刑
で
は
な

『
慶
應
義
塾
大
学
言
語
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
五
十
二
号
（
二
〇
二
一
）
二
二
七
～
二
四
二
頁
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く
、
正
規
の
刑
と
し
て
多
用
さ
れ
た
。
た
だ
、『
刑
律
』
の
量
刑
を
体
系
的
に
扱
っ
た
氏
の
著
作
に
も
「
貶
資
」
を
専
ら
扱
っ
た
記
載
が
な
く
、

管
見
の
限
り
、
そ
れ
を
扱
っ
た
専
論
は
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
本
国
や
英
仏
語
圏
も
含
め
て
、
山
本
達
郎
の
論
考
﹇
山
本　

一
九
八
四
﹈
し
か
見
当
た

ら
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
は
山
本
説
の
梗
概
を
紹
介
し
た
上
で
そ
の
是
非
を
問
い
、
自
説
の
開
陳
を
行
い
た
い
。

一
　
貶
資
、
貶
爵
と
は

ま
ず
山
本
﹇
一
九
八
四
：
七
七
六‒

七
八
〇
﹈
は
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
本
国
や
英
仏
語
圏
で
通
説
と
な
っ
て
い
る
「『
刑
律
』
は
黎
朝
五
代
聖
宗
期

に
作
成
さ
れ
た
」
と
い
う
説
に
疑
義
を
唱
え
、
そ
の
成
立
が
黎
初
に
ま
で
遡
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、「
貶
資
」
が
「
貶
爵
資
」
の
略

称
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
黎
朝
以
前
の

陳
朝
期
か
ら
存
在
し
た
、
民
を
含
ん

だ
「
爵
制
」
を
も
と
に
し
た
支
配
体

制
を
も
と
に
、「
貶
爵
資
（
爵
位
を

貶
す
）」
と
い
う
量
刑
を
『
刑
律
』

に
組
み
込
ん
だ
と
理
解
す
る
。
そ
し

て
こ
の
爵
制
度
は
聖
宗
期
に
「
二
十

四
通
資
」
制
と
し
て
整
備
さ
れ
た）

1
（

。

こ
の
通
資
制
度
は
洪
德
二
年
の
官
制

表
一
　
二
十
四
通
資

正
一
品

従
一
品

上
秩

（
二
四
）

上
階

（
二
三
）

上
（
二
二
）

上
班

（
二
一
）

上
序

（
二
〇
）

上
制

（
一
九
）

上
選

（
一
八
）

上
列

（
一
七
）

正
二
品

従
二
品

正
三
品

従
三
品

正
四
品

従
四
品

正
五
品

従
五
品

中
秩

（
一
六
）

中
階

（
一
五
）

中
（
一
四
）

中
班

（
一
三
）

中
序

（
一
二
）

中
制

（
一
一
）

中
選

（
一
〇
）

中
列

（
九
）

正
六
品

従
六
品

正
七
品

従
七
品

正
八
品

従
八
品

正
九
品

從
九
品

下
秩

（
八
）

下
階

（
七
）

下（六
）

下
班

（
五
）

下
序

（
四
）

下
制

（
三
）

下
選

（
二
）

下
列

（
一
）
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改
革
に
伴
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
、
官
品
に
対
応
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る）

2
（

。

さ
て
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
こ
の
通
資
制
度
が
成
立
し
た
後
、「
資
」
を
持
た
な
い
一
般
民
が
「
貶
資
」
と
な
っ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な

代
替
措
置
が
と
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

山
本
は
こ
の
二
十
四
通
資
の
下
に
、
民
用
の
「
爵
資
」
が
あ
っ
た
と
理
解
す
る
。
し
か
し
氏
の
理
解
に
は
そ
れ
を
裏
付
け
る
資
料
は
存
在
し

な
い
。
筆
者
は
、
山
本
や
片
倉
が
、『
刑
律
』
が
黎
初
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
い
く
つ
か
史
料
を
挙
げ
て
指
摘
し
て
い
る）

3
（

に
も
か
か
わ
ら

ず
、
聖
宗
期
に
官
制
改
革
で
多
く
の
官
職
や
行
政
区
画
が
変
更
と
な
り
、
そ
れ
が
同
書
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
さ
し
た
る
疑
問
を
呈
さ

ず
、
同
書
が
聖
宗
の
後
も
実
効
性
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
論
を
進
め
て
い
る
こ
と
が
疑
問
で
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
次
章
以
下
で
は
「
爵
資
」
を

め
ぐ
っ
て
ど
の
よ
う
な
扱
い
が
な
さ
れ
た
の
か
を
、
残
さ
れ
た
年
代
記
『
大
越
史
記
全
書
』（
以
下
『
全
書
』）
な
ど
か
ら
抽
出
し
て
山
本
説
の

是
非
を
再
検
討
す
る
。

二
　
貶
資
制
度
の
変
遷

二
―
一
　
李
陳
胡
朝
期
（
一
一
世
紀
～
一
五
世
紀
）

李
陳
期
の
大
越
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
は
ま
だ
ま
だ
官
僚
制
度
が
未
成
熟
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
桜
井
由
躬
雄
﹇
一
九
八
〇
ａ
・
一
九
八
〇
ａ
・
一
九
八

七
・
一
九
八
九
﹈
や
桃
木
至
朗
﹇
二
〇
一
一
﹈
の
詳
細
な
研
究
が
あ
る
。
ま
た
実
職
と
爵
が
未
分
離
ゆ
え
、
一
般
人
も
含
め
た
貶
爵
、
賞
爵
制

度
が
人
心
掌
握
に
有
効
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
李
朝
時
代
に
は
誰
か
を
貶
し
て
降
職
も
し
く
は
罷
免
さ
せ
る
記
載
は
三
例）

4
（

ほ
ど
み
ら
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れ
る
が
「
貶
資
」「
貶
爵
」
記
載
は
見
ら
れ
な
い
。

次
の
陳
朝
期
に
入
る
と
、
目
に
つ
く
の
が
「
貶
資
」
で
は
な
く
「
賞
資
」
の
記
載
で
あ
る
。
例
え
ば
『
全
書
』
五　

紹
隆
五
年
（
一
二
六

二
）
春
二
月
の
条
で
は
、
上
皇
が
故
郷
で
あ
る
即
墨
に
行
幸
し
た
際
、
鄕
老
六
十
歲
以
上
に
爵
二
資
、
婦
人
に
は
絹
二
疋
を
賜
っ
た
と
あ
る
。

条
文
の
続
き
で
は
以
降
、
こ
の
即
墨
郷
は
天
長
府
、
行
宮
も
重
光
宮
と
改
称
さ
れ
、
以
後
、
皇
帝
が
退
位
す
る
と
こ
の
宮
に
居
住
す
る
こ
と
が

常
と
な
っ
た
と
い
う）

5
（

。
こ
の
賜
与
は
い
わ
ば
そ
の
挨
拶
が
わ
り
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
『
同
書
』
六　

興
隆
十
二
年
（
一
三
〇

四
）
三
月
、
試
天
下
士
人
の
条
で
は
科
挙
の
三
魁
に
「
充
二
資
」
と
し
た
と
あ
り
、
こ
れ
は
二
資
加
え
た
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
黎
聖
宗
期

の
通
資
に
近
い
「
第
二
資
」
を
与
え
た
と
理
解
す
る
の
が
正
し
い
で
あ
ろ
う）

6
（

。
そ
れ
以
外
に
も
、『
同
書
』
六　

大
慶
三
年
（
一
三
一
六
）
冬

十
一
月
〜
末
の
条
で
は
、
故
事
と
し
て
元
に
使
者
と
し
て
行
っ
て
回
っ
て
き
た
者
の
う
ち
、
正
使
に
は
爵
二
資
、
頭
行
人
以
下
に
は
そ
れ
ぞ
れ

一
資
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
と
あ
る）

7
（

。

こ
れ
に
対
し
て
「
貶
資
」
に
近
い
も
の
と
し
て
は
『
同
書
』
六　

興
隆
八
年
（
一
三
〇
〇
）
五
月
十
六
日
の
条
に
、
す
べ
て
の
朝
班
文
武
官

で
「
批
」
字
を
被
っ
た
者
で
、
軍
将
の
部
下
（
帳
下
）
の
印
の
無
い
者
は
貶
一
資
と
す
る
と
い
う
詔
が
出
た
、
と
あ
る）

8
（

が
、
そ
れ
以
外
に
同

様
の
も
の
は
一
例
し
か
見
い
だ
せ
な
い）

9
（

。

胡
朝
期
に
入
っ
て
も
状
況
は
同
様
で
、
明
と
の
関
係
悪
化
に
よ
り
人
心
を
掌
握
し
た
い
た
め
か
、『
同
書
』
八　

開
大
三
年
（
一
四
〇
四
）

九
月
〜
末
の
条
に
は
、
胡
季
犛
が
七
〇
歳
に
な
っ
た
恩
典
と
し
て
、
諸
路
父
老
七
〇
歳
以
上
に
爵
一
資
、
婦
人
に
鈔
、
京
城
で
は
爵
と
酺
を

賜
っ
た
と
の
陳
朝
同
様
の
記
載
が
見
ら
れ
る）

10
（

。
ま
た
こ
の
胡
氏
の
時
代
に
初
め
て
「
貶
資
」
の
記
載
が
現
れ
る
。『
同
書
』
八　

開
大
四
年

（
一
四
〇
五
）
六
月
の
条
に
「
報
天
塔
頂
落
。
東
都
安
撫
使
黎
凱
不
報
、
貶
一
資
。」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
、
そ
れ
以
外
に
同
様
の
記
事
は
な

く
、「
貶
資
」
を
刑
罰
体
系
に
本
格
的
に
組
み
込
ん
だ
の
は
や
は
り
黎
朝
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
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二
―
二
　
黎
朝
初
期
（
国
初
よ
り
聖
宗
即
位
ま
で
）

こ
の
時
期
は
『
刑
律
』
が
発
布
さ
れ
た
時
期
に
あ
た
り
、
律
文
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、「
貶
〇
資
」
や
「
以
貶
論
」
と
い
っ
た
記
載
が

非
常
に
増
え
る
一
方
で
、
賞
資
の
記
事
は
減
る）

11
（

。
開
国
間
も
な
い
順
天
元
年
に
は
早
く
も
、

旨
揮
自
詔
書
出
日
以
後
、
凡
軍
民
詔
書
内
年
號
・
國
號
・
都
號
違
者
、
以
杖
・
貶
論
。
其
買
賣
・
交
易
・
借
貸
文
書
・
契
券
、
不
依
詔
書

内
者
、
不
用
。（『
全
書
』
一
〇　

順
天
元
年
（
一
四
二
八
）
四
月
十
七
日
の
条
）

と
新
生
王
朝
の
成
立
に
合
わ
せ
て
、
詔
書
の
出
た
後
は
年
号
・
国
号
・
都
号
を
誤
っ
た
者
は
「
杖
」・「
貶
」
で
裁
か
れ
る
こ
と
、
買
売
・
交

易
・
借
貸
の
文
書
や
契
券
も
詔
書
の
年
号
・
国
号
・
都
号
を
使
用
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
『
刑
律
』
に
連
動
し
た
法
令
や
、
同
書
に
従
っ
た
判
決
の
記
事
が
他
出
す
る
一
方
、
職
を
減
じ
た
り
免
じ
た
り
す
る
際
に
「
貶
」

は
用
い
ら
れ
ず
、「
降
」・「
罷
」
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

例
え
ば
二
代
太
宗
の
時
代
、
外
国
商
貨
を
不
正
に
扱
っ
た
と
し
て
安
邦
路
総
管
阮
宗
徐
・
同
総
管
黎
遙
ら
が
処
分
を
受
け
て
い
る
。

安
邦
路
總
管
阮
宗
徐
・
同
總
管
黎
遙
、
貶
三
資
・
罷
職
。
本
朝
禁
臣
民
不
得
私
販
外
國
商
貨
。
時
有
爪
哇
舶
至
雲
屯
鎭
、
宗
徐
等
當
檢
錄

舶
貨
正
數
、
前
已
將
原
數
供
報
、
後
復
隱
詐
、
改
換
其
狀
、
而
私
販
九
百
餘
緡
、
自
與
黎
遙
各
占
百
緡
。
事
發
、
故
罪
之
。（『
全
書
』
一

一　

紹
平
二
年
（
一
四
三
五
）
九
月
十
六
日
〜
冬
十
月
の
条
）

『
刑
律
』
第
六
一
六
條
（
雜
律
章　

第
六
四
條
））

12
（

で
は
化
外
の
商
舶
が
（
安
邦
路
所
属
の
）
雲
屯
庄
に
や
っ
て
き
て
販
売
行
為
を
行
う
際
、

察
海
使
が
荷
物
改
め
を
行
う
規
定
に
な
っ
て
い
る
が
、
安
邦
路
総
管
阮
宗
徐
と
同
総
管
の
黎
遙
等
は
舶
貨
の
正
し
い
額
を
ご
ま
か
し
、
私
的
売
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買
を
行
っ
た
た
め
、
貶
三
資
の
上
、
罷
職
と
な
っ
て
い
る
。
山
本
が
述
べ
る
よ
う
に
、
貶
資
と
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
即
降
職
・
罷
職
と
な
る

わ
け
で
は
な
く
（
こ
の
場
合
は
両
方
の
罪
が
科
さ
れ
て
い
る
が
）、
実
職
と
爵
の
区
別
が
明
確
と
な
っ
て
い
る
。

も
う
一
つ
例
を
あ
げ
る
と
、『
全
書
』
一
一　

三
代
仁
宗
の
大
和
七
年
（
一
四
四
九
）
五
月
〜
秋
七
月
の
条
に
は

斬
親
隨
正
監
黎
仁
立
等
於
西
市
。
仁
立
少
尉
黎
蘭
之
子
、
與
京
城
人
阮
壽
域
等
聚
眾
賭
博
偷
盜
、
恐
其
黨
泄
、
使
人
就
其
家
誘
來
殺
之
。

事
發
下
獄
、
皆
斬
之
。
貶
蘭
二
資
、
以
不
能
敎
子
故
也
。

と
あ
る
。
黎
朝
初
期
は
建
国
に
功
績
の
あ
っ
た
功
臣
が
権
勢
を
誇
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
ま
れ
に
こ
う
し
た
厳
正
な
処
罰
が
行
わ
れ
た
。
権
臣
黎

蘭
の
子
で
あ
る
黎
仁
立
が
京
城
内
で
衆
を
聚
め
て
賭
博
・
偷
盜
行
為
（
や
は
り
『
刑
律
』
で
禁
じ
ら
れ
て
い
る
）
を
行
い
、
そ
れ
が
表
に
出
る

こ
と
を
恐
れ
て
遊
び
仲
間
を
口
封
じ
の
た
め
に
殺
害
し
、
そ
れ
が
露
見
し
て
斬
刑
と
な
り
、
蘭
も
教
育
不
足
の
罪
で
貶
二
資
と
な
っ
た
事
件
で

あ
る
。
こ
の
場
合
、
蘭
の
実
職
が
ど
う
な
っ
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
後
述
の
ご
と
く
、
贖
罪
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
民
に
対

す
る
貶
資
を
規
定
し
た
条
文
も
『
刑
律
』
に
は
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
陳
朝
期
か
ら
の
民
爵
の
存
在
を
も
と
に
、
こ
う
し
た
貶
資

が
行
わ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
同
書
に
現
れ
る
条
文
を
「
主
に
官
（
獄
掾
や
社
長
な
ど
を
含
む
）
を
刑
罰
対
象
に
し
た
条
文
」
と

「
一
般
民
も
刑
罰
対
象
と
考
え
ら
れ
る
条
文
」
に
分
け
る
と
表
二
の
ご
と
く
と
な
る
。

表
二
　『
刑
律
』
貶
資
条
文
の
分
類

対
象
が
有
官
者
で
あ
る
条
文

対
象
が
一
般
民
を
含
む
可
能
性
の
あ
る
条
文

50

53

57

58

62

65

66

71

72

73

75

76

81

82

85

51

69

77

78

79

89

90

91

99

188

128

130

131

133

134

86

87

88

92

94

95

96

97

98

100

102

104

105

107

110

137

139

142

144

145

149

187

188

190

191

198

201

210

220

238
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官
吏
の
懲
罰
刑
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
一
般
民
に
も
貶
資
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
こ
の
表
で
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

111

112

113

116

119

120

121

122

123

125

126

127

129

135

138

262

265

268

285

289

290

291

303

308

309

310

311

312

314

317

147

148

150

151

153

154

155

157

158

162

163

164

165

166

167

318

320

333

340

343

344

345

350

351

353

354

355

356

357

358

168

169

170

171

172

173

174

176

177

178

179

181

182

183

184

360

365

372

374

375

376

377

378

379

380

382

383

384

385

386

185

186

192

193

194

195

197

199

200

202

207

215

216

217

218

405

413

422

425

433

436

443

445

446

450

456

457

460

465

466

219

221

222

223

225

226

227

228

229

231

232

236

237

239

240

476

477

478

487

490

492

493

502

504

507

509

510

511

514

530

241

242

244

253

254

257

260

263

266

267

271

274

276

280

281

533

534

536

538

542

543

560

570

573

578

579

581

583

594

586

282

283

288

294

295

296

297

298

299

300

301

302

307

316

323

586

587

588

589

593

599

600

601

602

603

606

609

614

615

616

325

326

327

329

330

331

332

335

336

337

338

341

342

347

349

621

629

631

635

642

644

647

649

658

661

672

675

678

681

686

359

367

369

370

371

414

431

451

452

458

462

464

472

473

474

696

520

522

524

525

528

531

548

552

559

561

562

563

565

566

567

568

569

571

572

576

577

594

595

607

611

613

618

619

620

622

623

625

628

632

633

634

637

641

645

646

650

651

655

657

659

663

665

669

671

673

676

679

680

683

684

688

689

690

694

695

697

698

699

700

701

702

703

704

713

717

718

719
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二
―
三
　
黎
聖
宗
期

『
刑
律
』
に
即
し
た
記
載
に
あ
ふ
れ
て
い
た
聖
宗
期
よ
り
以
前
の
『
全
書
』
で
あ
る
が
、
聖
宗
期
に
入
り
、
明
律
を
範
と
し
た
と
し
た
法
令

が
多
く
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、『
刑
律
』
条
文
と
齟
齬
を
き
た
す
史
料
が
現
れ
は
じ
め
る
。

ま
ず
光
順
年
間
（
元
年
〜
一
〇
年
）
の
「
貶
資
」
の
記
載
が
二
つ
の
例
外
を
除
い
て
消
え
る
。
一
つ
は
『
全
書
』
一
二　

光
順
五
年
（
一
四

六
四
）
秋
七
月
の
条
に

貶
兵
部
左
侍
郎
阮
廷
美
。
帝
諭
之
曰
、「
器
尚
惟
新
、
人
當
求
舊
、
耆
老
儒
臣
、
若
爾
之
輩
、
尚
幾
人
哉
、
而
爾
之
犯
、
亦
後
呉
士
連
・

阮
善
之
犯
矣
。
法
司
持
平
、
律
當
降
・
罷
、
我
便
憐
才
、
更
命
貶
之
。（
後
略
）」

と
あ
る
も
の
で
、
聖
宗
の
不
興
を
か
っ
た
兵
部
左
侍
郎
阮
廷
美
が
律
に
按
じ
て
降
職
・
罷
職
が
妥
当
な
と
こ
ろ
、
聖
宗
か
ら
そ
の
才
を
惜
し
ま

れ
、「
貶
」
に
減
刑
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
「
貶
刑
」
が
「
降
職
・
罷
職
」
よ
り
軽
い
刑
で
あ
る
こ
と
が
示
し
て
い
る
。
今
ひ

と
つ
は
『
同
書
』
一
二　

光
順
六
年
（
一
四
六
五
）
一
一
月
〜
末
の
五
道
諸
衛
軍
及
府
鎮
各
軍
総
管
知
等
へ
の
通
達
の
条
の
最
後
に
、「
若
某

官
不
能
用
心
敎
戒
、
練
習
士
卒
、
敢
有
雜
擾
、
以
貶
・
罷
論
。」
と
、
最
後
に
懲
罰
付
き
で
兵
士
の
訓
練
を
指
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
変
化
を
理
解
す
る
た
め
に
は
一
で
示
し
た
二
十
四
通
資
制
を
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
。
筆
者
は
二
十
四
通
資
制
の
最
下
位
は
従
九
品

で
、
そ
の
下
に
民
爵
が
あ
っ
た
と
す
る
山
本
に
は
賛
成
で
き
な
い
と
し
た
。
明
儒
の
影
響
を
強
く
受
け
た
聖
宗
は
、
官
と
民
の
区
別
を
強
く
求

め
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
「
資
」
を
持
た
な
い
一
般
民
は
ど
う
刑
に
服
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
刑
律
』
名
例
章
に
は
「
贖
罪
」
の
制
度
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

『
同
書
』
第
一
四
條
（
名
例
章　

第
一
四
條
）

― 234 ―



諸
官
員
・
軍
・
民
犯
罪
、
係
疏
誤
・
過
失
者
、
流
罪
以
下
聽
贖
。
其
無
官
犯
罪
、
有
官
﹇
謂
六
品
以
上
。﹈
事
發
、
卑
官
犯
罪
、
遷
官
事

發
、
在
官
犯
罪
、
去
官
事
發
、
聽
減
一
等
。
其
犯
十
惡
及
姦
貪
・
詐
僞
者
、
竝
【
不
】）

13
（

用
此
律
。

『
同
書
』
第
二
二
條
（
名
例
章　

第
二
二
條
）

諸
贖
貶
・
當
貶
錢
、
每
一
資
【
下
】）

14
（

。
一
品
一
百
貫
、
二
品
七
十
五
貫
、
三
品
五
十
貫
、
四
品
三
十
貫
、
五
品
二
十
五
貫
、
六
品
・
七
品

二
十
貫
、
八
品
・
九
品
十
五
貫
、
民
丁
・
私
奴
十
貫
。（
以
下
略
）

上
引
二
条
に
よ
れ
ば
、
民
の
場
合
、
犯
し
た
罪
が
「
疏
誤
・
過
失
」
に
よ
る
も
の
で
、
流
罪
以
下
で
あ
れ
ば
贖
罪
が
許
さ
れ
る
。
し
か
も
二

二
条
に
あ
る
既
定
額
十
貫
よ
り
「
一
等
を
減
」
じ
ら
れ
、
お
そ
ら
く
五
貫）

15
（

と
な
る
。
た
だ
明
律
の
贖
罪
制
度
が
「
真
犯
死
罪
以
外
の
す
べ
て
」

に
適
用
さ
れ
る
の
と
異
な
り
、「
十
悪
及
び
姦
貪
・
詐
僞
」
な
ど
「
故
意
」
の
場
合
は
贖
罪
の
対
象
外
と
な
る
。
し
か
し
そ
も
そ
も
庶
民
が
十

悪
を
犯
す
と
は
考
え
に
く
く
、
姦
通
な
ど
の
罪
は
「
貶
資
」
な
ど
の
軽
い
罪
で
は
済
ま
な
い
た
め
、
結
果
「
貶
資
」
刑
を
受
け
た
場
合
は
贖
罪

で
済
ま
せ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う）

16
（

。『
刑
律
』
成
立
段
階
で
は
民
爵
の
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
聖
宗
期
に
『
同
書
』
に
付
け

加
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
「
增
補
香
火
令
」
と
「
增
補
參
酌
校
定
香
火
」
に
は
「
貶
資
」
は
一
例
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

洪
徳
時
代
に
入
っ
て
も
「
降
・
罷
」
記
事
の
頻
出
に
比
べ
、「
貶
資
」
記
事
は
激
減
す
る
。
し
か
も
民
を
対
象
と
し
た
も
の
は
と
く
に
少
な

い）
17
（

。
た
だ
『
全
書
』
の
ほ
か
に
も
聖
宗
期
以
降
は
明
律
に
対
す
る
「
条
例
」
に
あ
た
る
条
文
が
い
く
つ
か
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
「
貶

資
」
記
載
と
『
刑
律
』
そ
の
も
の
の
「
貶
資
」
記
載
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
必
要
は
あ
ろ
う
。
表
三
は
八
尾
﹇
二
〇
二
〇
：
附
録
﹈
に
あ
る
聖
宗
期

の
条
文
を
含
む
書
の
条
文
中
、「
貶
」
刑
の
あ
る
も
の
を
抽
出
し
、「
刑
罰
対
象
が
有
官
者
で
あ
る
条
文
」
と
「
刑
罰
対
象
が
一
般
民
を
含
む
可

能
性
の
あ
る
条
文
」
に
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。
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筆
者
の
想
定
と
は
異
な
っ
て
、
一
般
民
へ
の
貶
資
の
新
規
条
文
が
相
変
わ
ら
ず
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
を
ど
う
判
断
す
る
か

表
三
　
各
法
令
書
の
貶
資
条
文
分
類

対
象
が
有
官
者
で
あ
る
条
文

対
象
が
一
般
民
を
含
む
可
能
性
の
あ
る
条
文

　
『
天
南
餘
暇
集
』　

條
律

13

14

17

21

22

23

24

25

26

27

41

55

58

59

60

15

19

32

40

42

54

69

70

62

65

66

85

112

131

139

　
『
洪
德
善
政
』

14

60

128

129

130

138

306

8

11

41

59

110

178

182

279

289

314

324

328

329

　
『
國
朝
洪
德
年
閒
例
諸
供
體
式
』

5

35

43

46

56

63

72

77

78

129

131

145

7

18

19

25

26

29

48

52

64

67

104

　
『
故
黎
律
例
』　

國
朝
新
增
條
例

　

な
し

16

　
『
故
黎
律
例
』　

洪
德
申
明
條
例

　

な
し

6

38

　
『
故
黎
律
例
』　

無
題

3

6

な
し
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で
あ
る
が
、
上
述
の
贖
罪
制
度
の
存
在
と
前
稿
﹇
八
尾　

二
〇
二
〇
：
三
七‒

四
〇
﹈
で
示
し
た
、
聖
宗
の
『
刑
律
』
全
面
的
改
定
策
が
結
局

は
実
施
さ
れ
な
い
ま
ま
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
、
こ
う
し
た
一
貫
性
の
な
い
結
果
を
生
ん
だ
と
考
え
る
。

三
　
貶
資
制
度
の
形
骸
化

三
―
一
　
黎
朝
の
一
時
断
絶
ま
で

聖
宗
没
後
、
次
帝
の
憲
宗
ま
で
は
黎
朝
も
安
定
を
保
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
は
帝
位
継
承
争
い
に
絡
ん
で
抬
頭
し
た
権
臣
が
加
わ
っ
て
混
乱

期
に
入
り
、
聖
宗
の
没
後
わ
ず
か
三
〇
年
で
黎
朝
は
莫
氏
に
よ
り
簒
奪
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
時
期
の
『
全
書
』
記
述
は
戦
乱
や
そ
れ
か
ら
の

復
興
記
事
が
多
く
を
占
め
、
刑
罰
に
関
わ
る
記
事
自
体
が
激
減
し
、「
貶
資
」
記
事
は
見
当
た
ら
な
い）

18
（

。
そ
も
そ
も
官
制
は
形
骸
化
し
、
郡
公

な
ど
の
爵
位
が
内
戦
の
功
績
に
よ
り
乱
発
さ
れ
た
た
め
、
貶
資
制
度
も
意
味
を
失
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
内
戦
で
勝
利
し
て
新
王
朝
を
樹
立
し
た
の
が
莫
氏
で
あ
る
が
、
当
然
、
年
代
記
に
は
「
貶
資
」
記
事
は
見
ら
れ
ず
、
貶
職
の
記
事
が
一

例）
19
（

み
え
る
だ
け
で
あ
る
。

三
―
二
　
黎
朝
後
期

莫
朝
が
成
立
の
後
、
鄭
氏
を
中
心
と
し
た
黎
朝
旧
臣
が
抗
戦
を
続
け
、
一
五
九
一
年
に
は
黎
朝
軍
が
京
師
奪
回
を
果
た
す
。
黎
朝
は
復
活
す
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る
が
そ
の
実
権
は
王
府
開
設
を
許
さ
れ
た
鄭
氏
の
手
に
あ
り
、
黎
朝
の
官
爵
す
ら
鄭
氏
の
治
下
で
は
一
種
の
「
散
官
」
と
化
す
﹇
上
田　

二
〇

一
九
：
第
一
章
・
第
三
章
﹈。
よ
っ
て
「
貶
資
」
制
度
は
復
活
す
る
こ
と
な
く）

20
（

、『
全
書
』
で
は
貶
資
に
関
す
る
記
載
は
一
部
の
例
外）

21
（

を
除
い

て
見
ら
れ
な
く
な
り
、「
貶
職
」
が
一
般
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
黎
朝
後
期
に
は
同
書
に
は
五
〇
を
越
え
る
「
貶
職
」
記
事
が
見
ら
れ
、「
貶

一
資
」
な
ど
に
代
わ
っ
て
「
貶
職
一
次
」
な
ど
と
い
う
記
載
も
現
れ
る）

22
（

。
そ
れ
ば
か
り
か
、『
同
書
』
續
編
二　

永
盛
三
年
（
一
七
〇
七
）
二

月
の
条
に
は

申
定
内
外
官
考
課
法
。
準
例
、
三
考
竝
上
、
陞
職
二
次
。
二
上
一
中
、
陞
職
一
次
、
竝
加
賞
錢
五
十
緡
。
初
年
上
考
、
次
年
中
考
、
後
年

下
考
、
平
調
衙
任
。
二
中
一
下
、
貶
職
一
次
。
二
下
一
中
、
貶
職
二
次
。
三
年
内
、
具
上
中
下
考
、
用
相
準
法
。

と
あ
り
、
三
回
の
考
課
で
二
回
「
中
考
」
一
回
「
下
考
」
の
場
合
は
貶
職
一
次
、
二
回
「
下
考
」
一
回
「
中
考
」
の
場
合
は
貶
職
二
次
と
、
刑

罰
ば
か
り
で
は
な
く
、
官
吏
の
勤
務
評
定
に
ま
で
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
前
稿
で
述
べ
た
如
く
、
徒
刑
に
年
限
を
課
す
な
ど
、

『
刑
律
』
の
刑
罰
体
系
と
は
異
な
っ
た
条
例
が
聖
宗
期
か
ら
既
に
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、「
貶
資
」
も
聖
宗
期
以
降
、
形
骸
化
し

て
い
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う）

23
（

。

お
わ
り
に

貶
資
に
関
す
る
記
述
を
年
代
的
に
追
っ
て
き
た
が
、
山
本
が
『
刑
律
』
は
黎
朝
一
代
を
通
じ
て
有
効
な
法
典
で
あ
っ
た
と
理
解
し
て
い
る
こ

と
に
無
理
が
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
片
倉
も
同
様
で
、
同
書
に
対
す
る
文
献
的
研
究
は
行
っ
て
い
る
も
の
の
、
各
条
文
が
ど
れ
ほ
ど
、

あ
る
い
は
ど
の
時
期
ま
で
有
効
で
あ
っ
た
か
と
い
う
視
点
は
乏
し
い
。
こ
れ
に
は
や
は
り
日
本
に
お
け
る
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
史
研
究
の
動
向
が
大
き
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く
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

戦
後
、
日
本
や
欧
米
の
学
界
で
は
「
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
、
諸
民
族
の
『
自
律
性
』」
を
評
価
す
る
傾
向
が
非
常
に
高
か
っ
た
。
東
南
ア
ジ
ア

新
興
国
側
も
自
ら
の
存
在
意
義
を
確
か
め
る
た
め
、
少
々
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
歴
史
叙
述
を
行
っ
て
き
た
。『
刑
律
』
も
唐
律
・
明
律

の
影
響
を
大
き
く
受
け
な
が
ら
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
独
自
の
風
俗
・
慣
習
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
人
研
究
者
も
高
く
評
価
し
て
き
た
し
、

そ
の
傾
向
は
今
も
変
わ
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
筆
者
の
よ
う
に
同
書
の
形
骸
化
と
い
う
指
摘
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
同
書

は
明
律
と
は
違
い
、「
祖
宗
が
定
め
た
不
変
の
律
」
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
他
の
法
令
書
と
比
較
し
つ
つ
、
同
書
の
有
効
性
と
限
界

を
、
こ
れ
か
ら
も
解
明
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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注（
1
） 

『
全
書
』
一
二　

洪
德
二
年
九
月
二
六
日
の
条
「
校
定
皇
朝
官
制
。（
中
略
）
其
通
資
、
上
秩
二
十
四
資
、
至
下
列
一
資
、
凡
十マ

マ九
通
。」

（
2
） 

第
十
九
資
「
上
制
」
よ
り
上
に
は
後
世
の
書
で
あ
る
が
『
黎
朝
会
典
』
に
「
其
文
預
郡
公
爵
者
上
秩
、
侯
上
階
、
伯
上

、
子
上
序
、
男
上
制
。
武
預

郡
公
爵
者
上
秩
、
侍
内
監
預
郡
公
爵
者
亦
上
秩
、
侯
上

、
伯
上
班
、
餘
者
隨
品
。」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
文
・
武
・
侍
内
監
の
五
等
爵
、
公
侯
伯
子
男
が

配
当
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
﹇
山
本　

一
九
八
四
：
七
八
八‒

七
八
九
頁
﹈。

（
3
） 

例
え
ば
片
倉
﹇
一
九
八
七
：
一
二
二
﹈
な
ど
。

（
4
） 

『
全
書
』
三　

会
祥
大
慶
九
年
（
一
一
一
八
）
夏
五
月
、『
同
書
』
三　

戊
申
天
順
元
年
（
一
一
二
八
）
二
月
乙
卯
、『
同
書
』
三　

天
彰
宝
嗣
四
年
（
一

一
三
六
）
秋
九
月
の
各
条
。
ま
た
別
の
年
代
記
『
大
越
史
略
』
三　

惠
宗
建
嘉
七
年
（
一
二
一
七
）
夏
四
月
〜
仲
夏
の
条
に
は
反
乱
軍
の
鎮
圧
に
失
敗
し

た
范
恩
な
る
将
軍
を
貶
し
て
降
職
さ
せ
た
例
が
一
つ
だ
け
あ
る
。

（
5
） 

上
皇
御
即
墨
行
宮
。
大
酺
鄕
老
自
六
十
歲
以
上
、
各
賜
爵
二
資
、
婦
人
絹
二
疋
。
改
即
墨
鄕
爲
天
長
府
、
宮
曰
重
光
宮
。
又
別
構
嗣
君
來
朝
所
御
之
宮
、

曰
重
華
宮
。
又
建
佛
寺
于
重
光
之
西
、
曰
普
明
寺
。
是
後
諸
帝
遜
位
、
皆
御
是
宮
、
因
置
兩
宮
色
役
、
以
僃
供
奉
、
又
置
留
守
官
掌
之
。

（
6
） 

試
天
下
士
人
。
賜
狀
元
莫
挺
之
太
學
生
火
勇
首
、
充
内
書
家
。
榜
眼
裴
慕
祗
候
簿
書
帽
衫
、
充
内
令
書
家
。
探
花
郎
張
放
校
書
權
冕
、
充
二
資
。
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（
7
） 

（
阮
）
柄
上
皇
近
臣
、
爲
人
淸
介
。
往
年
爲
頭
行
人
使
元
回
、
不
買
一
物
。
上
皇
嘉
奬
、
特
賜
二
資
。
故
事
凡
使
元
回
、
賜
爵
各
二
資
、
頭
行
人
以
下
各

一
。
柄
以
淸
介
、
故
得
二
資
。

（
8
） 
詔
凡
朝
班
文
武
皆
有
批
字
、
而
無
帳
下
印
者
、
減
一
資
。
擊
賊
之
功
不
減
、
蓋
驗
失
印
時
所
賜
帖
。

（
9
） 

も
う
一
例
は
陳
朝
末
期
の
胡
季
犛
主
導
の
限
田
例
の
中
に
み
ら
れ
る
。
一
般
民
の
田
土
所
由
を
一
〇
畝
に
制
限
し
、
超
え
た
者
に
は
贖
罪
を
許
す
が
貶

黜
と
な
る
場
合
も
あ
る
と
い
う
布
告
で
あ
る
。『
全
書
』
八　

光
泰
十
年
（
一
三
九
七
）
六
月
、
詔
限
名
田
。
大
王
・
長
公
主
田
無
限
、
以
至
庶
民
田
十

畝
。
多
者
、
許
從
便
得
贖
罪
、
貶
・
黜
亦
如
之
。
餘
者
上
進
入
官
。
初
、
宗
室
諸
家
每
令
私
奴
婢
於
瀕
海
地
築
堤
堰
障
鹹
水
、
二
・
三
年
後
、
開
墾
成
熟
、

互
相
嫁
取
居
之
、
多
立
私
庄
田
土
、
故
有
是
命
。

（
10
） 

他
に
賜
爵
の
例
が
、『
全
書
』
八　

開
大
二
年
（
一
四
〇
三
）
春
二
月
の
条
、『
同
書
』
八　

開
大
四
年
夏
四
月
の
条
に
み
ら
れ
る
。

（
11
） 

管
見
の
限
り
、
黎
朝
前
期
の
「
賞
資
」
記
載
は
、
開
国
功
臣
鄭
可
の
子
で
あ
る
鄭
公
旦
神
道
碑
に
「
賞
通
資
四
級
」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
﹇
八
尾　

二

〇
〇
一
：
三
四‒

三
七
﹈。

（
12
） 

諸
化
外
商
舶
、
就
雲
屯
庄
販
賣
、
而
察
海
使
私
出
海
外
關
頭
、
預
行
檢
對
者
、
貶
一
資
。
卽
商
舶
願
住
冬
者
、
聽
庄
主
具
狀
告
安
撫
司
爲
憑
、
方
得
居

住
。
私
停
止
者
、
貶
二
資
・
罰
錢
二
百
貫
。
賞
告
者
三
分
之
一
。
若
停
止
帳
籍
之
外
、
不
足
年
律
客
人
者
、
貶
一
資
・
罰
錢
五
十
貫
。
賞
告
者
如
之
。

（
13
） 

文
意
に
よ
り
八
尾
﹇
二
〇
二
〇
：
原
文
﹈
で
補
っ
た
。

（
14
） 

注
（
9
）
と
同
様
。

（
15
） 

こ
の
五
貫
が
当
時
の
民
に
と
っ
て
ど
れ
く
ら
い
の
負
担
で
あ
っ
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
八
尾
﹇
二
〇
一
二
：
七
九‒

八
三
﹈
で
紹
介
し
た
ハ
ノ
イ
西

方
陀
陽
府
の
一
五
世
紀
後
半‒

一
六
世
紀
の
土
地
売
買
文
書
中
、
銅
銭
で
売
買
さ
れ
た
案
件
は
五
件
で
、
対
価
は
そ
れ
ぞ
れ
二
〇
、
一
〇
、
三
、
三
〇
、

二
・
五
貫
で
あ
っ
た
。
一
般
民
に
と
っ
て
五
貫
は
大
金
だ
が
対
処
可
能
な
額
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

（
16
） 

片
倉
﹇
一
九
八
五
：
三
六
三‒

三
六
四
﹈
も
黎
朝
期
に
お
い
て
民
、
特
に
女
性
に
賞
爵
し
た
例
が
二
例
し
か
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
17
） 

例
外
と
し
て
、『
全
書
』
一
三　

洪
德
十
二
年
（
一
四
八
一
）
春
正
月
十
九
日
の
条
に

　
　
　
　

 

都
給
事
中
武
夢
康
上
書
言
事
、
其
略
有
四
、「
一
、
侵
占
人
田
土
、
及
伐
標
拔
碣
、
擅
立
界
限
者
、
應
杖
・
貶
、
若
剗
削
田
畔
、
止
論
罰
錢
。
一
、
斬

伐
園
墓
竹
木
者
、
應
杖
・
貶
、
若
耕
破
古
人
墳
墓
、
竝
以
流
論
。（
以
下
略
）」

　
　

と
あ
る
が
、
二
条
目
は
『
刑
律
』
第
三
五
八
條
（
田
產
章　

第
一
七
條
）

　
　
　
　

諸
伐
人
墓
園
竹
木
者
、
貶
一
資
、
追
懺
謝
錢
十
貫
。
侵
墓
界
者
、
罪
如
之
、
償
其
所
侵
。
貴
者
、
論
加
。

　
　

を
一
部
再
布
告
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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（
18
） 

一
件
、
貶
資
で
は
な
く
貶
職
の
記
事
が
あ
る
。
聖
宗
の
子
で
あ
る
憲
宗
没
後
、
肅
宗
擁
立
に
貢
献
し
た
禮
部
尚
書
覃
文
礼
や
御
史
台
都
御
史
阮
光
弼
等

が
、
肅
宗
の
死
後
即
位
し
た
威
穆
帝
に
恨
ま
れ
、
広
南
承
宣
使
に
貶
さ
れ
た
挙
句
、
赴
任
の
途
中
で
暗
殺
さ
れ
た
。（『
全
書
』
一
四　

端
慶
元
年
（
一
五

〇
五
）
六
月
初
五
日
の
条
）

（
19
） 

莫
登
庸
が
黎
朝
の
旧
臣
を
粛
正
し
た
際
、
昭
宗
に
従
っ
た
阮
茂
が
処
刑
さ
れ
ず
に
減
刑
さ
れ
、
宣
光
承
政
使
に
貶
さ
れ
た
。（『
全
書
』
一
五　

恭
帝
統

元
四
年
（
一
五
二
五
）
十
二
月
十
七
日
〜
末
の
条
）

（
20
） 

黎
朝
側
が
ま
だ
京
師
を
奪
回
す
る
前
、
世
郡
公
呉
景
祐
が
軍
紀
違
反
に
よ
り
「
貶
二
資
」
の
処
罰
を
受
け
て
い
る
。（『
全
書
』
一
七　

光
興
七
年
（
一

五
八
四
）
正
月
の
条
）。
逆
に
官
員
や
功
臣
の
子
孫
に
向
け
た
「
賜
資
」
の
記
事
が
『
同
書
』
一
七　

光
興
二
十
二
年
（
一
五
九
九
）
八
月
二
十
四
日
に
み

ら
れ
る
。

（
21
） 

「
貶
資
」
な
の
か
「
貶
職
」
な
の
か
文
意
で
は
わ
か
ら
な
い
も
の
が
八
例
あ
る
。『
全
書
』
一
八　

永
壽
三
年
（
一
六
六
〇
）
五
月
の
条
、『
同
書
』
一
九　

景
治
三
年
（
一
六
六
五
）
春
三
月
の
条
、『
同
書
』
一
九　

陽
徳
二
年
（
一
六
七
三
）
九
月
〜
冬
一
一
月
の
条
、『
同
書
』
續
編
一　

正
和
十
七
年
（
一
六

九
六
）
冬
十
一
月
の
条
、『
同
書
』
續
編
二　

保
泰
二
年
（
一
七
二
一
）
八
月
の
条
、『
同
書
』
續
編
五　

景
興
三
十
二
年
（
一
七
七
一
）
十
一
月
の
条
、

『
同
書
』
續
編
五　

景
興
三
十
八
年
（
一
七
七
七
）
春
二
月
〜
末
の
条
、『
同
書
』
續
編
五　

昭
統
二
年
（
一
七
八
八
）
十
二
月
の
条
。

（
22
） 

『
全
書
』
續
編
一　

正
和
四
年
（
一
六
八
三
）
初
〜
夏
六
月
の
条
、『
同
書
』
續
編
一　

正
和
十
七
年
（
一
六
九
六
）
八
月
の
条
、『
同
書
』
續
編
二　

永

盛
三
年
（
一
七
〇
七
）
二
月
の
条
な
ど
。

（
23
） 

一
例
だ
け
、
理
解
に
苦
し
む
条
文
が
あ
る
。『
全
書
』
續
編
五　

景
興
二
十
六
年
（
一
七
六
五
）
八
月
〜
冬
十
月
の
条
に
、

　
　
　
　

 

貶
考
官
阮
廷
琦
等
。
時
、
二
司
考
閱
士
人
、
多
徇
意
取
捨
。
廷
琦
爲
山
西
參
政
、
與
憲
使
阮
宗
埕
・
海
陽
署
參
政
潘
鋭
竝
坐
貶
職
。
海
陽
署
憲
使
阮

令
賓
以
給
事
末
品
、
貶
四
資
、
竝
收
通
經
外
錢
入
官
。（
下
略
）

　
　

 

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
科
挙
に
関
わ
る
不
正
に
よ
り
考
官
ら
が
貶
職
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
海
陽
署
憲
使
阮
令
賓
は
給
事
の
末
品
と
い
う
こ
と
で
、

貶
職
で
は
な
く
「
貶
四
資
」
の
処
分
を
受
け
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
官
品
が
低
い
（
末
品
）
た
め
、
貶
職
に
す
る
と
罷
職
と
同
じ
事
態
に
な
る
こ
と
を

避
け
る
た
め
に
「
貶
四
資
」
と
い
う
措
置
が
取
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
結
局
は
贖
罪
で
済
ま
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
前
稿
﹇
八
尾　

二
〇
二

〇
：
二
四‒

二
五
﹈
で
も
論
じ
た
よ
う
に
、『
刑
律
』
は
黎
朝
後
期
に
は
官
版
さ
え
出
さ
れ
ず
、
根
本
法
典
の
地
位
を
喪
失
し
て
は
い
た
が
、
そ
れ
で
も
民

間
で
は
民
間
版
が
存
在
し
て
お
り
、
揉
め
事
の
際
な
ど
に
は
依
拠
す
る
法
典
の
一
つ
で
あ
り
続
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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〈
文
献
目
録
〉

上
田　

新
也
、
二
〇
一
九
、『
近
世
ベ
ト
ナ
ム
の
政
治
と
社
会
』
大
阪
大
学
出
版
会

片
倉　

穰
、
一
九
八
五
、「
書
評
：
山
本
達
郎
「
国
朝
刑
律
に
み
え
る
貶
爵
」（『
律
令
制
の
諸
問
題
』
所
収
）
同
「『
国
朝
刑
律
』
の
版
本
と
写
本
」（『
東
南
ア
ジ

ア
―
歴
史
と
文
化
―
』
一
三

片
倉　

穰
、
一
九
八
七
、『
ベ
ト
ナ
ム
前
近
代
法
の
基
礎
的
研
究
―
『
国
朝
刑
律
』
と
そ
の
周
辺
』
風
間
書
房

桃
木　

至
朗
、
二
〇
一
一
、『
中
世
大
越
国
家
の
成
立
と
変
容
』
大
阪
大
学
出
版
会

桜
井　

由
躬
雄
、
一
九
八
〇
ａ
、「
一
〇
世
紀
紅
河
デ
ル
タ
開
拓
試
論
」『
東
南
ア
ジ
ア
研
究
』
一
七
（
四
）

桜
井　

由
躬
雄
、
一
九
八
〇
ｂ
、「
李
朝
期
（
一
〇
一
〇‒

一
二
二
五
）
紅
河
デ
ル
タ
開
拓
試
論
：
デ
ル
タ
開
拓
に
お
け
る
農
学
的
適
応
の
終
末
」『
東
南
ア
ジ
ア

研
究
』
一
八
（
二
）

桜
井　

由
躬
雄
、
一
九
八
七
、「
ベ
ト
ナ
ム
紅
河
デ
ル
タ
の
開
拓
史
」
渡
部　

忠
世
（
責
任
編
集
）『
稲
の
ア
ジ
ア
史
』
二
、
小
学
館

桜
井　

由
躬
雄
、
一
九
八
九
、「
陳
朝
期
紅
河
デ
ル
タ
開
拓
試
論
一
：
西
氾
濫
原
の
開
拓
」『
東
南
ア
ジ
ア
研
究
』
二
七
（
三
）

八
尾　

隆
生
、
二
〇
〇
一
、「
黎
朝
碑
文
集
Ⅱ
―
黎
朝
開
国
功
臣
関
連
碑
文
―
」『
広
島
東
洋
史
学
報
』
六

八
尾　

隆
生
、
二
〇
一
二
、「
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
黎
朝
前
期
田
地
売
買
等
関
連
文
書
」『
広
島
東
洋
史
学
報
』
一
七

八
尾　

隆
生
（
編
）、
二
〇
二
〇
、『
大
越
黎
朝　

國
朝
刑
律
』
汲
古
書
院

山
本　

達
郎
、
一
九
八
四
、「
国
朝
刑
律
に
み
え
る
貶
爵
」、
瀧
川
博
士
米
寿
記
念
会
編
『
律
令
制
の
諸
問
題
―
瀧
川
政
次
郎
博
士
米
寿
記
念
論
集
―
』
汲
古
書
院


